
公　　　告 

 

　事後審査方式制限付一般競争入札を行いますので、佐川町財務規則（平成２９年佐川町規則

第３号）第７３条の規定により公告します。 

 

令和７年１２月２２日 

 

佐川町長　片岡　雄司　　 

 

１　入札に付する事項 

　　　工 事 名   加茂地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事 

　　　工 事 場 所   高知県高岡郡佐川町　加茂 

　　　工 事 の 種 類   土木一式工事 

　　　工 事 概 要   敷地造成工事（詳細は設計図書のとおり） 

　　　完 成 期 限 令和８年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数３１０日） 

　　　予 定 価 格　　　事後公表 

　　　最低制限価格　　　事後公表 

　　　審 査 方 法　　　事後審査方式 

　　　入 札 手 続　　　高知県電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）に

よる 

 

２　工事の施工方法等 

（１）この工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による施工とす

る。 

（２）共同企業体の構成員数は２とする。 

 

３　入札に参加する共同企業体の構成員となる者に必要な資格に関する事項 

　この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 

（１）令和６・７年度佐川町競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（３）佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２５年佐川町規則第２

３号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 

（４）この公告の日から落札決定前の間において、佐川町又は高知県、他の官公庁、公団、公



社等から指名停止措置（指名回避措置を含む。）を受けていない者であること。 

（５）代表構成員及びその他構成員は、当該工事に係る申請において、同時に２以上の共同企

業体の構成員となることができない。 

（６）代表構成員としての資格を有する者は、その他構成員となることができない。 

（７）共同企業体の各構成員は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条

に規定する組合でないこと。 

（８）この入札に参加しようとする他の入札参加者及び他の共同企業体の構成員となる者との

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（９）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項若しくは第

２項の規定に基づく破産の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の

規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７

条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法の規定

に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがな

された者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規

定に基づく更生計画認可の決定を受けた者で、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受

けた日以降に、建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査を受け、入札参加資

格の再認定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされ

なかったものとみなす。 

 

４　共同企業体の代表者となる者に必要な資格に関する事項 

　３に定めるもののほか、次の要件を満たす者であること。 

（１）高知土木事務所管内及び中央西土木事務所管内に主たる営業所（本店または本社をい

う。以下同じ。）を有する者で、令和７年度高知県建設工事競争入札参加資格に係る資格決

定通知書において、土木一式工事に関し、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

に規定する建設業の許可のうち、特定建設業の許可を受けており、かつ経審点数が９００

点以上であるもの 

（２）この工事において次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができること。 

　　①　申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前３ヶ月以上ある者であること。 

　　②　１級土木施工管理技士の資格を有する者であって、土木一式工事における監理技術者

資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 

　　③　経営業務の管理責任者となっていない者。 

　　④　許可業種の区分に関係なく営業所の専任技術者となっていない者。 

（３）この工事において次の要件をすべて満たす現場代理人を専任で配置することができるこ

と。 

　　①　申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前３ヶ月以上ある者であること。 



　　②　経営業務の管理責任者となっていない者。 

　　③　許可業種の区分に関係なく営業所の専任技術者となっていない者。 

 

５　共同企業体の代表者以外の構成員となる者に必要な資格に関する事項 

　３に定めるもののほか、次の要件を満たす者であること。 

（１）佐川町内に主たる営業所（本店または本社をいう。以下同じ。）を有する者で、令和７年

度高知県建設工事競争入札参加資格に係る資格決定通知書において、土木一式工事の経

審点数が５００点以上であるもの 

（２）この工事において次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができること。 

　　①　申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前３ヶ月以上ある者であること。 

　　②　土木一式工事の主任技術者となりうる国家資格を有する者。 

　　③　経営業務の管理責任者となっていない者。 

　　④　許可業種の区分に関係なく、営業所の専任技術者となっていない者。 

 

６　共同企業体の出資比率等 

（１）代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力、施工実績等を有する者とし、代表者の出

資比率は、構成員中最大か又は同等とすること。 

（２）構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、３０％以上でなければならない。 

 

７　入札参加申請の方法等 

　当該工事の入札に参加しようとする者は、次により入札参加申請を行わなければならない。 

（１）提出書類 

　・事後審査方式制限付一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

（２）提出期間　この公告の日から令和７年１２月２６日（金）までの電子入札システム稼

働時間中（閉庁日を除く午前８時から午後８時まで）。ただし、持参による

提出の場合の提出期限は、最終日の午後５時（正午から午後１時までの間を

除く。）とする。 

（３）提出方法　電子入札システムによる提出を原則とする。ただし、システムの障害等やむ

を得ない場合は、佐川町役場総務課管財契約係に直接持参するものとし、郵

送による申請は受け付けない。提出後、受付印を押印した申請書の写しを受

け取ること。 

 

９　入札参加資格の喪失 

　入札参加申請後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加す 

ることができない。 



（１）３の入札に参加する者及び共同企業体の構成員となる者に必要な資格を満たさなくなっ 

たとき。 

（２）申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

 

１０　設計図書等の閲覧期間及び方法 

（１）閲覧期間　この公告の日から令和８年１月２１（水）午後５時まで 

（２）閲覧方法　電子入札システム及び佐川町ホームページ

（http://www.town.sakawa.lg.jp/）よりダウンロードすること。 

 

１１　設計図書等に関する質疑及び回答 

（１）設計図書等に関する質疑受付 

　　①　受付期間　この公告の日から令和８年１月６日（火）正午まで　 

　　②　質疑方法　質疑回答書（様式３）の図面番号・図面名称・質疑欄に記入して提出する

こと。※PDF 不可 

　　③　提出方法　電子メール（行き違い防止のため、必ず佐川町の担当者に質疑を送信した

旨電話連絡をしてください。） 

 

　　④　提 出 先　佐川町役場　総務課　管財契約係　宛 

　　　　　　　　　メールアドレス　sk02012@town.sakawa.lg.jp 

　　　　　　　　　電 話 番 号　0889-22-7700 

（２）質疑に対する回答 

　　①　回答方法　質疑の回答は、質問者及び入札参加申請を行った者全員に、電子メールで

通知するものとする。 

　　②　回答期限　令和８年１月１４日（水）正午 

（回答が用意出来次第通知を予定しています。） 

 

１２　開札の日時 

日　　時　令和８年１月２２日（木）午前９時　 

 

１３　入札条件 

（１）入 札 保 証 金　　免　　除 

（２）入 札 期 間　　令和８年１月１４日（水）正午から令和８年１月２１日（水）の電子

入札システム稼働時間中（閉庁日を除く午前８時から午後８時ま

で）。ただし、最終日の提出期限は午後５時とする。 



１４　入札方法等 

（１）佐川町建設工事電子競争入札心得の各条項により行う。 

（２）工事費内訳書は、入札金額登録時に添付して提出すること。添付がない場合は、失格と

する。 

（３）入札金額の登録と合わせて、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。なお、電子

くじの方法、くじ番号として登録できる番号及びくじ番号の入力がない場合の取扱いは、

電子入札システムの仕様で定める。 

 

１５　入札の無効及び失格 

（１）佐川町建設工事電子競争入札心得第９条各号の規定に該当する入札は、無効とする。 

（２）佐川町建設工事電子競争入札心得第１０条の規定に該当する入札は、失格とする。 

 

１６　落札者の決定等 

（１）予定価格の制限範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の

価格で入札した者を落札候補者とする。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札をした者が２者以上いるときは、くじ引きにより落札

候補者を決定する。 

（３）落札候補者は、様式１の申請書に記載された提出書類及び審査書類を落札候補者となっ

た旨の通知を受けた日の翌日から起算して３日目の午後５時（いずれの日も閉庁日を除

く。）までに提出すること。提出期日までに提出しないときは、当該入札者の行った入札

は無効とする。 

（４）審査は、落札候補者から提出された審査書類を審査し、入札参加要件を満たしている場

合には、当該落札候補者を落札者とし、満たしていない場合には、有効な入札を行った

次順位の者から順次審査し、落札者が決定するまでこれを行うものとする（この場合に

おける審査書類の提出期日については、別途通知するものとする。）。 

（５）落札者の決定は、審査書類が提出された日から起算して２日以内に行うものとする。 

（６）落札者を決定したときは、直ちに落札者に連絡するものとする。 

 

１７　契約保証金 

　落札者は、工事請負契約締結にあたり、佐川町財務規則第９１条の規定により請負代金額の

１０分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。 

 

１８　留意事項 

（１）この工事に係る予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年佐川町条例第３号）第２条に規定する額を超えている場合は、落札決



定後落札者との間で仮契約を締結し、本契約は佐川町議会の議決を経て効力発生通知を

行った時に成立する。 

（２）前号に該当する場合で、落札決定後、本契約となるまでの間において、当該落札者が９

の入札参加資格の喪失事項に該当するに至ったときには、当該請負契約を締結しないこ

とがあり、これにより本契約に至らなかったときにおいても、議会の議決が得られなか

った場合と同じく、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わないものとする。 

 

１９　その他事項 

（１）入札参加者は、あらかじめこの公告、佐川町財務規則及び佐川町建設工電子事競争入札

心得の各条項を承知すること。 

（２）提出書類に虚偽の申請がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をしたもの

に対して指名停止措置等をすることがある。 

（３）落札者は、配置予定技術者調書に記載した配置予定の技術者を当該工事に専任で配置す

ること。なお、配置予定の技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することは

できない。落札者が配置予定技術者調書に記載した技術者を配置できないときは、落札

決定を取り消すことがある。 

（４）提出された申請書等は返却しない。また、申請書等について提出後の差替え、訂正等は

認めない。 

（５）落札者は、工事施工に伴う工事資材の調達及び当該工事の一部を下請負人に請け負わせ

る場合には、可能な限り地元事業者（佐川町内に主たる営業所を有する者）を活用する

よう努めること。 

 


